
公 売 財 産 明 細 書 

 

売却区分 

番  号 
和市国２－１ 

見 積 価 額 １１，９７０，０００円 

公売保証金 １，２００，０００円 

公

売

財

産

の

表

示 

 

 

不動産の表示（登記簿の表示による） 
 

 
➀  所  在  和歌山市粟字重道ノ坪 
   地  番  ２０２番２７ 

   地  目  宅地 

   地  積  １６９．１８㎡ 

 

 

  ②  所  在  和歌山市粟字重道ノ坪２０２番地２７ 

   家屋番号  ２０２番２７  

   種  類  居宅 

   構  造  木造合金メッキ鋼板ぶき２階建 

   床 面 積  １階      ６３．７６㎡ 

         ２階      ４３．２６㎡ 

    

築年月日  平成３０年１２月２０日 新築 

 

 

 

上記公売財産①及び②については、国税徴収法第８９条第３項の規定 

に基づき、一括換価の方法により公売します。 
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対象不動産（土地の状況等） 
 

① 交通・接近条件    

位置・交通機関 
路線名 駅名 方位 道路距離 

南海本線 紀ノ川駅 南東方 約４００m 

 

 

② 街路条件 

接面街路 

方位 幅員 舗装 種類 系統・連続 

南側 現況約６m 有り 私道 普通 

東側 現況約３m 有り  
道路 

（私道＋里道） 
普通 

備考：私道の概要 

  （下記のとおり登記上は個人所有の私道であり、管理の状況等は

不明である。）   
        

  
南側私道：202番 2（地目：公衆用道路、地積：548㎡、所有

者：共有者Ａ〔持分２分の１〕、共有者Ｂ〔持分２分の１〕）は

開発道路（№7129 建築基準法第 42条 1項 2号）である。 

  

  

  
        

  

東側私道：202番 8（地目：公衆用道路、地積：45㎡、所有

者：共有者Ａ〔持分２分の１〕、共有者Ｂ〔持分２分の１〕）

は、幅員約 1.5mで東側に隣接する里道（和歌山市管理の法定外

公共物）と一体になった道路で、建築基準法上の道路ではない。 

なお、公図上は、北側で 203番 2（地目：田、地積：69㎡、所

有者：和歌山市）に隣接するが、現況は通路・水路（和歌山市管

理）である。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

③ 画地条件 

形状 ほぼ整形（南東側に隅切り有り） 

間口・奥行 接道間口約１６．５m、奥行約８～１１m 

地勢 ほぼ平坦地（ただし、東側駐車スペースとは段差がある） 

高低差 南側私道とほぼ等高 

地盤 普通程度と推察される 
 



公
売
財
産
の
概
要
、
利
用
状
況
及
び
法
的
規
制

等 

 

④ 環境条件 

供給処理

施設 

水道  有 

都市ガス  無 

公共下水道  無 

〇 津波浸水想定図（南海トラフ）では、0.3m以上 1.0ｍ未満と表示

されている。 

〇 水道管については、南側私道に法人Ｘの個人管があり、対象不動

産へは住宅販売会社Ｚの個人管により引き込まれている。 

 

 

⑤ 行政的条件 

公法上の規制 

 

（指定） 

区域区分 用途地域 

市街化区域 第１種住居地域 

建ぺい率 容積率 その他 

60% 200% 居住誘導区域内 

 

 

⑥ 埋蔵文化財の有無及びその状態 

〇 周知の埋蔵文化財包蔵地ではなく、価格に影響しないものと判断

する。ただし、専門的な調査は行っていない。 
  

  

⑦ 土壌汚染の有無等 

〇 対象不動産は、土壌汚染の可能性のある用途での使用歴はないも

のと判断する。ただし、専門的な調査は行っていない。 
  

  

⑧ 利用状況 

〇 本件建物敷地に供されている建付地である。 

  なお、カーポートが本件土地西側部分にある。また、関西電力の

電柱が本件土地の北東端に存在する。   
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◇関西電力が管理する電柱等について 

令和２年１２月１５日付け関西電力の関連会社から得た回答の概略は、次のと

おり。 

土地使用契約の有無 有 （令和元年８月契約） 

契約の名称 電柱等の設備設置についての承諾書 

電柱敷地の所在 和歌山市粟２０２番地２７ 

契約者  
・関西電力の関連会社 

・現所有者 

次回の支払予定 
令和５年８月ごろ  金９，０００円 

（令和５年４月１日～令和８年３月３１日までの分） 

 

 

対象不動産（建物の状況等） 

立入調査：令和２年１２月１日 

（滞納者兼現所有者不在のため、同居の立会人と本件建物内で面談） 

〇 滞納者とその家族が居住している。 

〇 本件土地の状況は添付図面及び写真のとおりであり、本件建物の敷地とし

て利用されている。   

〇 建築確認書の提示がないため、建物の構造、仕様等の詳細は不明。 

〇 トイレは水洗であり、建物の西側に浄化槽が設置されている。 

〇 台所のコンロはプロパンで、浴室、給湯は電気である。 

〇 階段の一部の踏み面と壁面との間に隙間がある。また、２階洋室の一部

に、床面と壁面との間に隙間が認められる。   

〇 １階リビングのクロスにひび割れ箇所が認められるほか、２階洋室のクロ

スに一部薄汚れた箇所がある。また一部で剥がれた箇所もあるとの申告が

あった。 

  

  

〇 その他、日常生活に伴う傷や劣化等がある。 
 

（立会人から受けた説明等） 

□ 
カーポートは、本件建物と同時期に滞納者（現所有者）に引き渡されまし

た。 

□ 天井と壁、壁と壁の間に廻り縁や幅木がない箇所は、コーキングを施して

いますが、剥がれることがあります。   

□ 生活をしていると、建物がきしむ様な音がすることがあります。 

□ １階・２階に水洗トイレが設置されていますが、このうち２階のトイレは

引っ越してすぐに２度不具合等により排水が溢れました。それ以後あまり

使わないようにしています。 

  

  

  



 

□ 

 

過去、プロパンガス会社と電力会社をそれぞれ他社に変更しようとしまし

たが、できませんでした。 

（※立会人から契約書等の提示がなかったため、詳細はいずれも不明） 

 

 

なお、契約内容の詳細は上記のとおり明らかではないが、契約の状態等に

関しては、次のような回答があった。 

【プロパンガス会社（令和 2年 12月 28日付け回答）】 

『ＬＰガス供給解約の場合は、現所有者との間に違約金契約書の 

締結がある。』 

【電力会社（令和 2年 12月 25日付け回答）】 

『電力会社と現所有者との間に電気契約が存在する。』 
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【ご注意】 

■不動産公売は、差し押さえた財産を所有者等の権利者の同意を得ることなく、強制的に売

却し、その売買代金を滞納国民健康保険料（以下「国保料」という。）の徴収金に配当す

る制度です。不動産公売において、和歌山市は強制徴収の執行機関であって、売主でも仲

介業者でもありません。不動産公売は、市有地の売却とは全く異なる別の制度です。 

■不動産公売では、債権者である執行機関が差し押さえた財産を強制的に売買する関係上、

買受人は売却意思のない所有者から「現況有姿・返品不可」を承知で公売財産を買い受け

たものとされます。 

■事前に公売財産に関する情報を収集・精査し、「不動産公売は通常の取引行為による売買

ではない」ことを理解したうえで、次の一般事項に留意してご参加ください。 

■なお、当該公売財産明細書は、公売公告前に、執行機関の担当職員が、現地等を調査した

時点で把握した情報及び一応の認識を記載した参考資料に止まるものであり、関係者間

の権利関係等を最終的に決める効力はありません。 

●公売財産の面積等は登記簿に記載されたものであり、実測値と異なる場合があります。 

●公売財産の現況や権利関係、法令上の規制・制限などに関しては、この明細書を参考にす

るほか、現地調査、公簿書類、関係官庁等で十分に内容を吟味、精査のうえ入札ください。 

●内覧会などは行いません。現地確認などはご自身で行ってください。 

●公売財産は滞納者の財産であり、和歌山市の所有財産ではありません。 

●建物の敷地上及び屋内にある動産は、公売の対象外です。 

●公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、現所有者及び執行機関は、担保責任

を負いません。 

●公売財産の取得時期は、売却決定に基づく買受代金を全額納付したときです。 

公売財産に係る危険負担は、その全額納付時に買受人に移転します。その後に発生した財

産の毀損、焼失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。 

公売財産は、買受代金全額納付時の現況有姿のまま、売却します。 

●執行機関は、公売財産の引渡義務を負わないため、使用者や占有者に対して明渡しを求め

る場合や公売財産内にある動産の処理等はすべて買受人の責任で行うことになります。 

●土地の境界については隣地所有者と、接面道路（私道）の利用については道路所有者とそ

れぞれ必要な協議をしてください。 

●買受人は、買受人に対抗することができる公売財産上の負担（例：マンションの未納管理

費など）を引き受けなければなりません。 

●執行機関は、買受人の請求に基づき不動産登記簿上の権利移転のみを行います。権利移転

に伴う費用（移転登記の登録免許税・郵送費など）は買受人の負担となります。 

●土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っていません。 

●滞納国民健康保険料の完納等によって、公売を中止する場合がありますので、入札前に 

公売中止の有無を和歌山市国保年金課にてご確認ください。 

 

 

 



 

【（国税徴収法の改正に伴う）暴力団員等の買受け防止措置】 

□ 公売不動産の入札等をしようとする者は、暴力団員等に該当しないこと等を

記載した陳述書の提出が必要です。また、入札等をしようとする者が法人で

ある場合は、その役員〔全員〕が暴力団員等に該当しないことを陳述等する

必要があります。 

加えて、自己の計算において入札等をさせようとする者がある場合は、その

入札をさせようとする者（その者が法人の場合には、その役員〔全員〕）が暴

力団員等に該当しないことを陳述等する必要があります。 

陳述書の追完や訂正は認めません。 

法人の場合は、現役員を確認できる商業登記簿（登記事項証明書等）の提出

が必要です。 

※「暴力団員等」とは、和歌山市暴力団排除条例第２条第３号に規定する 

暴力団員等をいいます。 

  

  

  

◇ 
暴力団員等や、役員に暴力団員等がいる法人は、買受人となれません。 

暴力団員等から資金の提供等を受けた個人・法人は、買受人となれません。 

□ 

売却決定の日時までに、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果

が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付の期限が変

更されます。 
 

  



売却区分番号：和市国２－１ 

所 在 図（ 広 域 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所 在 図（ 詳 細 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



売却区分番号：和市国２－１ 

旧 土 地 台 帳 附 属 地 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年１１月５日付け交付の旧土地台帳附属地図 

 

（注）地図はおおよその場所を示しているので、必ず公簿及び現地確認等を行ってください。  

  



売却区分番号：和市国２－１ 

地 積 測 量 図 

 

  



売却区分番号：和市国２－１ 

建 物 図 面・各 階 平 面 図 

 

  



売却区分番号：和市国２－１ 

現 況 写 真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



売却区分番号：和市国２－１ 

現 況 写 真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



売却区分番号：和市国２－１ 

現 況 写 真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



売却区分番号：和市国２－１ 

現 況 写 真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



売却区分番号：和市国２－１ 

現 況 写 真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


